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開会 午前１０時００分 

 

 

笹井議長    おはようございます。定刻をちょっと過ぎましたが、令和６年度

第８回社会教育委員の会議を始めます。 

 本日は、金澤副議長、新井委員、北澤委員より御欠席の連絡をい

ただいております。 

 では、まず事務局より資料の説明をお願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 事務局です。御説明いたします。 

 お手元に、本日の次第と、次第の２番に記載のある１から４まで

の資料を、両面刷りホチキス留めでお配りしております。それとは

別に、伊藤委員、小林委員に作成していただきました、小金井市に

おける社会教育を通しての資料、そちらをお配りしております。 

 その他、委員の皆様だけに配付しているものとしまして、社協連

会報と月刊こうみんかん２月号、３月号、体協だより６８号、とう

きょうの地域教育Ｎｏ１５４をお配りしております。 

 不足しているものはございませんでしょうか。 

 資料説明は以上です。 

 

笹井議長    それでは、議題に入っていきたいと思います。 

 まずは議題の１番目の会議録の承認について、事務局のほうから

お願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 御説明いたします。資料１を御覧ください。 

 こちらは１月１７日開催分の会議録でございます。事前に皆様に

御確認いただき、御指摘部分を修正しております。 

 本日、この場で御承認いただいた後、ホームページ等で公開させ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

笹井議長    ということで、議事録はあらかじめ皆様にお目通しいただいてい

ると思いますが、御承認いただけますでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 
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笹井議長    ありがとうございます。 

 では、承認されましたので、次に進ませていただきます。 

 議題の２番目、四者合同会議報告について、事務局のほうから御

説明をお願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 説明いたします。資料２を御覧ください。 

 本日の会議に出ていただいている皆様全員、当日御参加されてい

るので、簡単に御報告させていただきます。 

 ２月１４日の午前１０時から１１時３０分まで、小金井市公民館

貫井北分館におきまして、四者合同会議を開催いたしました。 

 出席委員は、記載のとおり、４つの会議体より合計２３人の委員

に御参加いただきました。 

 内容としましては、倉持公民館運営審議会副委員長が司会進行を

されまして、「小金井で社会教育を盛り上げるには？」というテーマ

でグループによる意見交換をしていただきまして、その後、グルー

プ発表をしたということです。 

 各グループにおきましての発表を聞いておりますと、つながりで

すとか人材がキーワードとなっておりまして、施設よりも人材への

投資が重要という意見などもあり、改めて、社会教育にはつながり

や人材教育が必要であるということが認識できたという会議にな

っております。 

 報告は以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 皆さんも御参加されたということで、四者合同会議に参加されて、

何か御感想とか御意見をお持ちであれば、いただければと思います。 

 どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。 

 

國分委員    小林さんも一緒だったので、補足していただくかもしれないんで

すけど、ちょっと目立ったというか、前に東久留米に住んでいたと

いう人があって、その人の例として、私が講師をやりますと、講師

募集というのをかけて、それでいろんな人材が集まってくるので、

それでいろいろ……。 
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小林委員    そうですね。昔、寺子屋でやっていた教え合いみたいな、次は私

が講師をやりますとか、次はこうやりますみたいな感じのあれがう

まく回っているなと思ったので、多分それは、ほっぽらかしだと絶

対回らない話で、やっぱり回している方がいらっしゃるんだろうな

というのがちょっとありました。 

 ただ、東久留米はイベントをほとんど行っていないと言っていて、

小金井市はイベントがすごく多くて、つながる機会が多かった、だ

から、小金井市はいいところだなというところもちょっと申し上げ

ているんですけど、それでもやっぱり、要するにやればやるほど、

主催者側の負担が増えるんですよね、講師を探してきたりとか準備

したりとか。そこを、教え合いとかでうまくやると、多分、東久留

米はすごく省力化していると思うんですけど、要するに、やる運営

のほうにお任せしちゃうというやり方を、うまくファシリテーショ

ンしているというか、伴走しているというやり方があって、小金井

市もそれだけのパワーがあったら、ひょっとしたらいろんなところ

でそういう伴走支援とかをやって、もっと豊かにできるんじゃない

かと思ったし、それから、公民館の人たちの負担も少しは減るんじ

ゃないかなと思ったんですけど、そういう話がちょっとあったなと

いう話です。 

 

笹井議長    分かりました。それは四者合同会議をそういうふうに回すという

のではなくて、例えば社会教育会議とか公民館……。 

 

小林委員    いわゆる公民館の活動とかが多かったんですけど、市民が教え合

うというのをやっていたというのがすごく、何となく回っている感

じがしたので、やっぱり人材をちゃんとそろえて、社会教育に、う

まくやってくれそうな人とか意欲がある人というのをやるんです

けど、多分、やってくださいとやっちゃうと、えっという話になる

ので、そこのところをうまく、やってみませんかとかやりながら伴

走していくと、だんだんやる気になってきて回り始めている、その

立ち上げのほうが大変だと思うので。だから、何となく、講座をや

ったら、何かみんなが集まってやるというのを、一方的に待ってい

ても多分、それは始まらないだろうなというのも、僕は個人的に思

いました。 
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國分委員    國分です。 

 だから、講師募集という時点で、いろんな人材が自然に出てくる

というか、何かそれがヒントというか。 

 

小林委員    小金井市も何かデータベースがあったような気がするんですけど。 

 

國分委員    データベースが今、何か使えないとかって。 

 

小林委員    個人情報の観点もあるんですけど、うまくやればできるはずなん

ですけど。 

 

國分委員    それがちょっと……。 

 

小林委員    何かどこかで引っかかっているんだろうと。 

 

笹井議長    市民企画講座みたいなものというのは、一部の自治体ではやって

いますけど。 

 

小林委員    こっちもやっています。やっているんだけど……。 

 

笹井議長    それと同じじゃなくて。 

 

小林委員    それはかなりあれじゃないですか、大分大がかりなんですよ。そ

れがすごい小さい感じでやっているので、要するに市のやる大きな

やつと同じような形でやっちゃっているので、もうちょっと小さい

ところで分散してやるみたいな感じのやり方が、すごく何というか、

ハードルが大きくなくていいなと。 

 

笹井議長    市民参加型のイベントみたいなものですか。 

 

小林委員    はい。 

 

笹井議長    なるほど。分かりました。ありがとうございます。 

 では、坂野さん、どうぞ。 
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坂野委員    私どものところは、いろいろ話が広がったんですけど、一つは、

図書館協議会の会長で昭和女子大学の名誉教授でいらっしゃる大

串先生が一つ面白い話をされたのが頭に残っていまして、今の学校

の図書館ではラーニングコモンズという、自由にしゃべれる場所が

ある、これが小学校にも広がっていて、小学校でも図書館イコール

しゃべれる場所となっているということです。これを社会教育上で

も考えたほうがいいんじゃないか、というところで時間切れになっ

て話が終わったんですけど、これを考えてみると、図書館の中でし

ゃべることができるというのは、学校教育という非常に狭い発想の

中でやっている議論であって、市行政全体で見ると福祉会館がある

し市民交流センターがあるし地区センターもあって、既にもう沢山

そのような場所があるんですね。だから、そういうところでしゃべ

るというのは、ごく普通にやっていることで、問題は、教育委員会

と市長部局を分けているものだから、社会教育の論点が市長部局側

に行かないだけのように思うんです。両者を一体化して、福祉会館

の中でしゃべれる環境というのも、社会教育の場だよというふうな

視点でとらえることですね。 

 小金井市に住んでいる方は覚えていらっしゃると思いますけど、

改築で潰れてしまった旧福祉会館の１階というのは、喫茶カウンタ

ーコーナーがあって、それにソファーもありましたよね。ごく普通

に行ってごく普通にしゃべれるという場、あれがまさにそういうラ

ーニングコモンズの場だろうなと思います。本来、本を読む図書館

にわざわざ場所を取ってということをやらなくても、既に市長部局

の施設にあるわけで、市長部局と教育委員会側の交流でこういう発

想を持っていくというのが、これからの課題になるんだろうなと思

いました。 

 もう１点は、これは本川さんですかね、どなたかおっしゃったん

ですけれども、この会合は一回ではもったいないと。今回は本当に

各人数回しゃべってすぐ終わっちゃって、倉持さんの提示されたテ

ーマが、小金井で社会教育を盛り上げるなんて大き過ぎて、勝手に

しゃべるのも悪いことじゃないですけど、まとまりようがなかった

ですから。かつ、スポーツ推進審議会の方は初めて参加されたこと

もあって、ほとんどしゃべれなかったということで、やはりテーマ

をもう少し絞り込んで、もう年２回ぐらいはやりたいなと思いまし

た。 
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 これは昔、私はちょっと前にメールでどこかに送りましたけれど

も、２０１４年だと思いますが、当時の生涯学習部長が、懇談会と

いう呼称で無報酬でもう一回会合をやって、私も何回か参加して、

こちらのほうが合同会議よりも面白かったんですけど、そういうも

のを設定するとすれば、自由参加ですけれども、そういう集まり方

を考えて、やっぱり年２回は集まりたく思います。それぞれ任期が

２年だとすると、２回しか集まれないのでは少なすぎる。４回集ま

って議論できればなと思いました。 

 以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 民間レベルでは、ライブラリーカフェみたいなものが結構たくさ

んできていて、図書館は、本を読むだけじゃなくて、お茶を飲みな

がら話をする場でもあるというものが出てきて、それを公立の図書

館にどういうふうに持ち込むかというのは、問題があるかもしれま

せんけれども、明らかにそういう方向になっているという、コモン

ズ的に利用するであったり、確かに私も思いました。ありがとうご

ざいました。 

 以上、お三人からの御指摘は検討課題とさせていただきたいと思

います。 

 ほかにどうでしょうか。よろしいですか。 

 

小林委員    これに関連して、会話するところというのは、この間も話をした

んですけど、公共施設の在り方ワークショップ、市長部局でやって

いる、コミュニティ文化課でやっている。あれでも同じような話が

出ていました。 

 なんてことはないんだけど、ふらっと行って、やったら必ずきっ

かけができるとか、あれはどうなっているんだっけとやったりとか。

そっちの隅っこのほうでワークショップをやっていて、ふらっと入

ってみるかという形で、要するに、目的がないと来ちゃ駄目という

のが今の公共施設なんだけど、無目的でふらふらと行ったら、何と

なく、ああという感じで、人がつながるきっかけがあちこちに仕掛

けられているというところがあるといいよねと。 

 特に、引っ越してきてまだ間もない方、３年とか４年とか、つな

がりがつくりたいという人たちが結構いて、そういうのがあるとい



 -７-

いよねというお話が出ていたので、図書館に限らずなんですけど、

そういうところは意識したほうがいいんじゃないかなというとこ

ろもありましたし、ぜひ生涯学習課の方も、まちづくりの方に顔を

出して、首を突っ込んでいただきたい。ぜひよろしくお願いします。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 ほかになければ……、どうぞ。 

 

榎本委員    四者会議をやっていて思ったんですけど、委員の方は皆さんテー

マを持ってしゃべられるんですが、やっぱり役所の仕事だなという

感じがしました。壁を感じるんですね。公民館で困っていることと、

それから、例えばスポーツ推進審議会で困っていることは、共通点

がないんですよね。であれば、ああいう会議で、うちはこうやって

いる、ああやっているじゃなくて、今、困っていることはないです

かみたいなことを、分野にかかわらずテーマ出しをして、役所さん

は役所さんのほうで、それを分野別にくくって、何かテーマをつく

る。そのほうが、やるほうはやりやすいんじゃないですか。 

 例えば、体育館は今、どこが悪いのか分からないけど、何となく

使いづらいとか、この間、駐車場をきれいにしたら、すごいきれい

になったわけですよ。これ、いいじゃないのと言うんだけど、その

こと自体が市民に誰も認識されていないから、喜んでいるのは利用

者さん、喜んでいるかどうか、なんですね。 

 そうすると、せっかくコストをかけて人をかけたのに、やったこ

と自体を市民が知らないというのが一番の問題じゃないんですか

というふうに思ったときに、どうもやっぱりテーマが先行していて、

役所が決めたことが、簡単ですから、このテーマでやるよと決めれ

ば簡単ですから、それが先行して、困ったこととかがむき出しにな

っていないから、身近なことではないんですね。であれば、やっぱ

り困ったことを抽出してテーマをつくるのが、効果を上げるのにい

いんじゃないかと。 

 例えば、各小学校もそうですけれども、冬になると、今頃という

か、風が吹きますよね。そうすると、風が吹くとほこりが立ちます

ので、ほこりが立ったことを運動場に、グラウンドに文句を言いに

来るわけです。特にじいさん、ばあさんが。こういう言い方をした

ら駄目なんだろうけど、来るんですよ。問題意識を持っているんだ
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けど、ではどうしたらいいんですかと言ったら、返事はもちろん出

ませんよね。返事はおまえらで出してくれ、こういう話なんですね。 

 朝、子供が声を出すと、朝９時になって声が出ると、うるさいと

言うわけですね。そういうのは構ってもらっていないから、社会参

加していないので、一言文句を言わせろよと、こういう気持ちがあ

るんだと思うんですよ。来てみれば、子供が元気よく声を出してサ

ッカーをやっている、野球をやっているのを見たら、誰も気分悪く

ないと思うんですよ。 

 だから、そういうことをもうちょっと、逆に言えば、巻き込んで

できるようなシステムをつくると、そこに、僕は自分のことを言い

ますけど、塗れ落ち葉のおじさん、おばさんとこれから世間をつく

る若い方とのギャップが埋まると思うんですね。 

 それ以外、何が困っているかということを引っ張り出してくる。

これは教育とかそういう問題じゃなくて、市民としてうまく活性化

するというか、つながりをよくするか。昔はいいとは言わないけれ

ども、世間に物を申す人がある程度いたほうが、それ自体が教育に

なると思うんです。 

 今、スケートボードで道路をびゅんびゅん走っている子供たちが、

限られた子供たちがいるんですよ。何でそんなことをしているかと

いったら、お互いに自分のためだよ、危ないよ、安全と安心に気を

つけようよと大人が言えば済むわけです。言いながら片方で、歩き

スマホをやっているわけですよ。それはやっぱり、こうあるべきだ

とかということを大上段に構えるんじゃなくて、今で言う、正しい

かどうか分からないですけど、行儀いい生活をしましょうというこ

とを子供に教えるというか、教えるんじゃなくて認識してもらう。

こういうことをするには、やっぱり今の困り事を見つけて、よくな

ったよねというふうな状況をつくることがいいんだというふうに、

この間、四者会議のテーマとはかけ離れるかも分からんけど、ああ

いう会議をやったら、すごく大事なことですよ。 

 だって、皆さん知らないわけですよね、スポーツ推進審議会とは

何やっているのと。僕は関わっているからあれだけど、     

  やったときに、五、六人来て、お手伝いしてもらう、関わりは

それだけなんですね。 

 それに対する、例えばテーマづけとか、違った目線での、表彰式

はもっと別のほうがいいんじゃないとか、そういうのがないんです
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ね。だから、そういうのが出る形にしたほうが、最初は面倒ですけ

ど、あまり結果を期待せずに意見を問うというのがいいんじゃない

んですかねと思いました。 

 

笹井議長    ありがとうございました。四者合同会議の在り方論というよりは

むしろ、社会参加と地域づくりについてのお話だったかなというこ

とですが、ありがとうございました。 

 この辺にしたいと思いますが、三浦課長、全体、この場の今の議

題に関して、何か受け止めとかありましたら。 

 

三浦生涯学習課長 先生、むちゃ振りは……。皆さん貴重な御意見ありがとうござ

いました。 

 まず、今回からスポーツ推進審議会というのを入れまして、これ

が今年は目玉というか、新しいファクターでもありました。スポー

ツ推進審議会の方々はなかなか、ほかの委員の方々と交流するチャ

ンスはめったにないので、今回初めての御経験というところで、ち

ょっと発言が少なかったかなというところは残念に思ってござい

ます。 

 今後、この４つの会議が小金井市の生涯学習の肝になってまいり

ますので、自由闊達な意見ができるように、榎本委員の御意見も参

考にしながら、テーマ設定等々も考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 このくらいにさせていただいて、次に進ませていただきたいと思

います。 

 次は議題の３番目、放課後子どもプラン運営委員会への出向委員

の選任につきまして、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 御説明いたします。この議題についての資料は特にございませ

ん。 

 本市では、放課後の子供たちの安全で健やかな居場所づくり事業

を推進することを目的といたしまして、放課後子どもプラン運営委

員会を設置しております。 

 本委員会の設置要綱におきまして、社会教育委員を委員とするこ
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とと規定されておりまして、現在は國分委員に、この委員会に出席

していただいております。 

 現在の委員の任期が令和７年３月末までとなっておりますため、

来年度、お引き受けいただける委員について御審議をお願いいたし

ます。 

 なお、委員の再選については差し支えございません。 

 説明は以上です。 

 

笹井議長    事務局からの説明をいただきました。 

 初めに、今年度の放課後子どもプラン運営委員会の議事内容につ

きまして、國分委員のほうから、簡単に御報告をお願いできればと

思います。 

 

國分委員    今年度、参加させていただきまして、放課後子どもプラン運営委

員会について、簡単に御報告いたします。 

 今年度は、４月と１０月、３月の計３回、開催されました。放課

後子どもプラン運営委員会は、社会教育委員選出のほかに、ＰＴＡ、

子供会、民生委員などの団体より選出された方、小学校長、副校長

の代表、子供の居場所づくりに関わる市役所の管理職など、現在１

８人の委員で構成されています。 

 年間を通して、市内の小学校各校で行われている放課後子ども教

室事業の運営や今後の計画について議論しました。ほぼ、放課後子

ども委員の方の活動報告が中心だったと思うんですけど、コーディ

ネーターの人たちの活動の意欲というか、あと、いろんな工夫、そ

れが多様だったので、すごく印象に残っております。 

 そしてまた、近年、児童数増加により、学童保育や放課後子ども

教室の開催場所など、放課後の子供の居場所が不足していることが

報告されています。関係部署、地域が協力し、子供たちの安定的な

放課後の居場所を確保するため、連携していこうということが確認

されました。 

 一応、報告としては、簡単ですが、以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、皆様から何か御発言はございま

すでしょうか。どなたからでも結構ですが、よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 今度はまた、委員を選ばなくてはいけないんですが、再選は問題

ないというお話ですので、國分委員に引き続きお引き受けいただけ

ればと思っておりますが、皆さんよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

國分委員    私のほうは、お引き受けさせていただきます。皆さんの反対がな

ければ。 

 

笹井議長    では、そういうことで、ぜひお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 では、次に進ませていただきます。 

 議題４番目、生涯学習部事業に係る令和６年度総括と令和７年度

の展望について、生涯学習部長より御説明をお願いいたします。 

 

梅原生涯学習部長 生涯学習部長です。 

 生涯学習部の事業につきまして、令和６年度の総括と令和７年度

の展望を申し上げます。例年ですと、年度当初の４月の会議で御説

明をしておりますが、次回の会議を６月に予定しておりますので、

本日の会議にて御説明させていただきます。少し長くなりますが、

よろしくお願いいたします。 

 まず、生涯学習事業についてでございます。 

 放課後子ども教室につきましては、全ての小学校において、平日

の５日開催を実現することができました。また、地域学校協働活動

につきましては、これまでの取組に加え、地域人材を活用して放課

後等の学習支援等を行う地域未来塾事業を、小金井第四小学校、緑

中学校、南中学校の３校で新たに開始するなど、活動の充実を図り

ました。 

 次に、文化財事業につきましては、名勝小金井（サクラ）が名勝

指定１００周年を迎えることから、年度を通じて記念事業を実施し

てまいりました。中でも、令和６年１２月に開催した記念式典には、

市内外から２５０人以上の関係者をお招きし、市民の皆様とともに

節目の年をお祝いし、盛況のうちに終了することができました。 

 また、年度を通して展開してきた記念事業では、文化財センター
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での記念展示や動画制作、ＪＲ武蔵小金井駅北口駅前ロータリーへ

の記念看板の設置のほか、観桜会の開催や記念商品の開発、販売等

を行い、機運醸成や啓発活動に資するため、７０を超える事業を実

施したところでございます。 

 スポーツ振興事業につきましては、平成２１年度から長きにわた

り管理をお願いしてまいりました指定管理者が、令和６年度末をも

って交代することとなります。これまでの安定的な管理運営に、こ

の場をお借りして感謝を申し上げる次第です。 

 そのほか、日本郵便株式会社と小金井市が包括連携を行ったこと

から、野川駅伝に日本郵政の陸上部の皆様を招聘し、市民の皆様と

一緒にランニングを楽しんでいただくなど、新たな取組も開始する

ことができました。 

 次に、令和７年度における事業展望です。 

 生涯学習課では、生涯学習部門の行政計画といたしまして、第５

次生涯学習推進計画の策定を行います。現計画が令和７年度末をも

って終了することから、次期計画は令和８年度から令和１２年度ま

での５年間を期間といたします。 

 文化財業務の関係では、令和７年度事業につきましては、浴恩館

に関する啓発事業といたしまして、刊行物である、『青年団と浴恩館』

の改訂を行い、増刷いたします。 

 また、文化財センター施設につきまして、市議会からの御指摘も

あり、現状、屋内に設置しているＡＥＤにつきまして、万が一の場

合、開館時間外においても活用できるよう、専用スタンドを用い、

正門前に設置したいと考えております。 

 このほか、無形民俗文化財調査事業では、令和６年度の取組から

の深化を目指し、多角的な学術的調査を進めるほか、学識経験者で

構成する委員会の設置に向け、スケジュールの調整など、着実な事

業の推進に努めてまいります。 

 スポーツ振興の分野では、先ほども申し上げましたとおり、小金

井市総合体育館・栗山公園健康運動センターの管理運営につきまし

て、令和７年度より新たな指定管理者へと変更となります。順次、

キャッシュレス決済の導入、トレーニングマシンの入替え、プール

ロッカーの入替えを予定しており、市民サービスの向上を図りたい

と考えております。 

 また、施設の老朽化により雨漏り等が生じていることから、施設
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修繕計画の前倒しを行い、屋根部分の防水改修と剣道場への冷暖房

設備の新設を予定しております。 

 次に、図書館事業について御説明いたします。 

 令和６年度事業について御報告いたします。 

 最初に、本館及び緑分室の開館時間を午後７時まで拡大いたしま

した。令和３年に実施したアンケートでは、開館日、開館時間の拡

大に対する御要望が多くありましたが、これにより、本館及び全分

室の閉館時間が午後７時までとなりました。 

 また、本館１階に閲覧机を備えた閲覧スペースを設けました。同

じアンケートにおいて、開館日、開館時間の拡大と同様、静かに読

書ができるスペース、調査や調べ物ができるスペースへの御要望が

多くあったところでございます。 

 次に、市立中学校と連携し、中学校ノートパソコンに、こがねい

電子図書館を導入いたしました。こがねい電子図書館は、利用者カ

ードをお持ちの方のみが利用いただけるサービスですが、この取組

により、市立中学校の生徒であれば、利用者カードがなくても電子

図書館を御利用いただけるようになりました。 

 最後に、市立図書館は、昭和３９年に第一小学校の一部に開館し

てから６０周年を迎えましたが、これを記念し、幾つかの催しを行

いました。 

 そのうちの一つとして、８月から９月にかけ御来館された方々に、

未来に残したいお勧めの本を自由に御投函いただきました。現在、

御投函いただいたタイトル一覧を図書館ホームページで掲載して

おります。関連書籍の一部を本館で展示しております。これらは記

録として、また、本の出会いの道しるべとして活用させていただき

たいと思っております。 

 続いて、令和７年度における事業展望です。 

 最初に、現在、運用している図書館システムが借り上げ期限を迎

えることから、入替えのための作業を進めます。 

 また、幼いお子さんと御一緒に図書館を利用される保護者の皆様

が、館内での読書により一層親しんでいただけるよう、図書館貫井

北分室において、短時間ですが、お子様の見守りサービスを開始し

たいと考えております。 

 さらに、こがねい電子図書館について、引き続き市立小学校への

導入を目指し、朝の読書活動、長期休業期間、来館が困難な児童に
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積極的に活用してもらい、多様な読書機会の確保を図りたいと考え

ているところでございます。 

 最後に、公民館事業について御説明いたします。 

 令和６年度事業についてです。 

 １点目は、公民館緑分館の事業運営委託に関してです。緑分館の

運営委託については、緑分館の歴史的背景を踏まえ、浴恩館公園に

隣接する立地特性、社会教育士等、専門職の配置等を要件として公

募型プロポーザルを行い、事業者を選定しました。 

 事業受託者は、貫井北分館、東分館と同じ事業者となっており、

令和６年度は、多世代交流、若い世代を中心とした新規ユーザーの

獲得、地域や学校との連携など、公民館の将来像でもある地域の拠

点となるよう、積極的な各種事業を実施いたしました。 

 次に、令和７年度における事業展望です。 

 公民館使用料の導入に関してでございます。今後も公民館運営審

議会において、丁寧かつ慎重な議論をお願いし、利用者の皆様から

の意見なども伺いながら、同審議会としての提言書を取りまとめる

予定となっております。 

 次に、施設の改修工事についてでございます。令和７年度は、貫

井南センターの空調設備等改修工事、公民館緑分館視聴覚室の空調

設備等改修工事を実施いたします。今後につきましても、安定的な

施設運営に向けて、計画的な施設更新に取り組んでまいります。 

 最後に、少年教育事業についてでございます。これまでは、主に

公民館緑分館において少年教育事業を実施していまいりましたが、

若い世代の皆さんに、より一層公民館を利用していただけるよう、

公民館本館と公民館貫井南分館においても、少年教育事業を実施い

たします。 

 とりわけ公民館本館では、地域課題解決に向けてコミュニティリ

ーダー養成講座を、貫井南分館では、併設する貫井南児童館と連携

し、児童館を利用する子供たちに参加してもらえるような講座を実

施できるよう、取り組んでまいります。 

 生涯学習部の事業についての御説明は以上でございます。 

 

笹井議長    どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関連して、御質問等がございましたらお願い

します。 
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坂野委員    １つ質問というか、気づいたことがありまして、ここの電子図書

館なんですけれども、中学校で見られるというときに、何か内容に

制限をかけていますか、それとも、大人が見るのと全く同じものを

見られるようにしていますか。私は制限が必要だと思います。 

 

内田図書館長  図書館長です。 

 制限ということでは今、かけてはいません。普通に見られるよう

な形になっています。ふさわしくない書物は入らないようにという

ことの御指摘だと思っているんですけれども、その点では、蔵書す

るに当たって担当者が一通り、ちゃんとチェックさせていただいて、

今、見させていただいています。 

 ただ、ほかの蔵書も多く見ていますので、事務的にどうしても漏

れちゃう部分というのは確かにありますので、その部分に関しては、

この間、私どもで学校を一校一校、説明に伺ったときに、随時、そ

ういうものがあれば、御意見などがあればいただきたいというお話

もさせていただいておりますし、また、御利用者様からも御意見を

いただければ、それは対応できる範囲で対応させていただこうと思

っております。 

 

坂野委員    今のコメントに対して、ひょっとしたらこれは発言を一部削除し

たほうがいいかもしれませんけれども、前の図書館長のときに、明

らかに大人向けの『性典』の本当に赤裸々なものがそのまま載って

いまして、削除してくださいと言ったら、パッケージで入っている

ので難しいとのことでしたが、あれを中学生が読んだらびっくりす

るかあるいはこっそり楽しむかと思いますけどね。 

 

小林委員    大丈夫ですよ。 

 

坂野委員    いや、最近の本は……。 

 

小林委員    ネットのほうがもっとひどいから、ちゃんとしたやつを読んだほ

うがいいかもね。 

 

坂野委員    だから、それを中学校内で見せるのかという話です。もっともこ
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の間、ちょっと見てみたらその本は電子図書館から削除されていま

したね。だから、１年ぐらいたってから内容がチェックされて、よ

うやく削除されたなということですが、たまたま私はそれを見つけ

て指摘したものの、ひょっとしたらまだ他の本があるかもしれない。 

 今、お話がありましたけど、構わないじゃないかというのはおっ

しゃるとおりで、実はこれらは国会図書館のデジタルライブラリー

で見られます、誰でも。だから、防ぎようが実はないんですけれど

も、ここでの問題は、小金井市のほうから学校図書として、学校の

中で見ていいよというときに、本当に何らかのチェックが要らない

んだろうかということです。 

 御存じのとおり、東京都は青少年何とか条例に不健全図書という

のがあって、制限をかけていますよね。実はアマゾンなんかは一時

売ってなかったんですが、２年前からはアマゾンでも実は買えるん

ですけどね。しかし、東京都のその条例がある限り、あまりむちゃ

なことはできないと思っています。 

 あと暴力の本があり、毒薬の関係があります。毒薬の関係も、実

は開架にあり、作り方も書かれているんですけど。そういうものが

何の免疫もない中学生にそのままさらされてしまうのは、それと分

かってやるのと分からずにやるのでは大きな違いがあるので、何か

工夫が必要だとは言っておきたいと思います。 

 既に図書館協議会のときに一度言っています。それを繰り返した

形になりますので、以上、私の意見として申し上げました。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 それについては、よろしいですか。御検討いただければ。 

 どうぞ。 

 

内田図書館長  一方、図書館として、難しい点で申し上げると、検閲という問題

になってくるおそれもあるので、そこは非常に事務的に難しい線だ

と思っている中で、おっしゃるように教育上というところで、いろ

んな考え方もありますので、そこは御指摘いただいたら、先ほども

申し上げたように、内部で可能な範囲では対応していきたいと思っ

ております。 

 

小林委員    学校現場とちゃんとやればいい話だと思いますけどね。コミュニ
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ケーションを取れれば。 

 

内田図書館長  コミュニケーションを取っていきたいと思います。 

 

笹井議長    今、漫画とかも結構ひどいものがありますね。漫画は見ない、見

せないですか。 

 

内田図書館長  学習漫画ですと、歴史の学習漫画なんていうのはどこも入ってい

て、今現在も既に入って……。 

 

小林委員    あれは大丈夫ですね。 

 

内田図書館長  一方で、普通のコミックなんかも、至るところの図書館で入って

はいるんですよね。あれを除外していいのかという話にはなかなか

ならないだろうと、今の時代、思っていますので。ただ、やっぱり

内容に関しては、坂野委員の御懸念にあるような形も確かにあるの

で、そこをもうちょっとしっかりと検討していかないといけないと

ころだろうなと思っていますので、慎重に対応していきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございます。 

 ほかに何か、こちらに関して。どうぞ。 

 

小林委員    ちょっと確認ですけど、文科省と厚生労働省のほうで、放課後子

どもプラン、要するに学童と放課後子ども教室との、あれを一体で

やったりとか、うまく、一体でやらなくても、例えばお互い行き来

ができるようにするとかというのは、前からずっと言われていて、

武蔵野市とかもやっているという感じですけれども、なかなか小金

井市は進んでいないので、その辺の検討具合はどういう感じでしょ

うか。 

 

三浦生涯学習課長 生涯学習課長です。 

 多分、放課後子どもパッケージのお話ですかね。 
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小林委員    一体プランの話ですね。 

 

三浦生涯学習課長 一応、担当課とお話をさせていただいておりますけれども、な

かなか学童さんと放課後子どもさんは、親和性があるようでなかっ

たりするようなところも若干あります。 

 今は、先ほど前段で申し上げましたとおり、教室数が足りないと

いう物理的な要因があって、お互い交流するような事業をやってい

る学校とやっていない学校があるのが実態かなと思ってございま

す。 

 今後、児童青少年課が主管になりますけれども、そちらのほうと

協議をさせていただいて、交流できるスペースがあれば交流してい

きたいなと思っておりますが、今現在ですと、正確なルールという

か、明確なルールというところまで構築しているというところまで

は言い難いかなと思っています。 

 以上です。 

 

小林委員    小林です。 

 参加するときに、共通のＩＤとか参加証みたいなものを持って、

どっちでも行けるみたいな形にして、こっち来て、こっち来てとか

という工夫をいろいろやられているので、現場任せにせず、例えば

こういう形でやったらうまくいくんじゃないですかとか、そういっ

た形で、現場のそこのほうに、例えばこうやってみたらとか、要は、

やらない理由は探せば幾らでもあるので、やるにはどうしたらいい

かとか、要は、学童がやっぱり合わない子とかいるんですよね、人

数ぎちぎちだし。 

 だから、ちょっとほかのほうへ行きたいとかというのもあったり

するので、選択肢というか、その時間帯はあちこち、どっちも行け

るような形にするとか、そういう工夫とか知恵みたいなものが現場

にあるので、それを、大変ですけど、視察に行ったりとか取材して、

現場に還元したりとか、もしくは担当者の皆さんで見学に行くとか、

そういう後押しというか、サポートみたいなものもぜひ御検討いた

だけないかなと。 

 やっぱり現場の方が腹落ちしないとできないものだと思います

ので、よろしくお願います。 
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三浦生涯学習課長 生涯学習課長です。 

 現場のほうには一度、部長も一緒に学童保育に行ってみたり、放

課後子どもに行ってみたりしていますので……。 

 

小林委員    いや、他市の、うまく一体運営をしているところ。 

 

三浦生涯学習課長 他市の。分かりました。そこは要望いただければと思います。 

 

笹井議長    江戸川区は、すくすくスクールというのが非常にうまくいってい

る例だと思いますので、機会がありましたらと思いますが。 

 

小林委員    近くだったら武蔵野とか、三鷹もやっているはずなので。 

 

笹井議長    どうぞ。 

 

伊藤委員    現役の保護者で、放課後子ども教室と学童をやっております、伊

藤です。 

 本当に、課も違えばすごく連携が難しかったり、システムが全然

違うので、ただ、現場としてはうまく使い分けというか、お子さん

がうまく使い分けができるようなシステムができないかというの

は考えるんですけど、なかなか申込み期限が違うとか、放課後は夏

休みがないとか、夏休みをやろうとするとすごい保護者のボランテ

ィアに負担がかかるとか、いろんなところで難しさを感じていて、

その辺がうまく回ると、子供たちにとってはすごくメリットだと思

います。 

 でも、本当に現状では、放課後は放課後で、連携を取るのがすご

い大変だし、学童も学童ですごく大変だし、それこそ教室の取り合

いなんかもしていますし、まずはそういう居場所の確保みたいなと

ころがないことには、連携も難しいのが現状です。 

 以上です。何とかしてほしいです。 

 

笹井議長    ありがとうございます。 

 もともと放課後子ども教室というのは、学校教育法の体系で、ケ

アもやっているところがあるんだけど、他方は、学童というのは児

童福祉法なんですよね。次世代何とか法とか、厚生労働省の関係の
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法律だから、体系が全然違うから、実際上は縦割りになっちゃうと

うまく交わらないという感じで、でも現場では、交じるほうのニー

ズがすごく多いので、それをどういうふうに調整するかという問題

だと思います。 

 ちょっと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

笹井議長    ほかに、予算についてはどうでしょうか。 

 大丈夫ですか。ありがとうございました。 

 それで、先ほどもいろいろなところで話がありました、今後の展

望をどうするかというところで、実は以前、茨城の研究大会で國分

さんのほうから説明していただいて、そのとき、小林さんはお休み

になっていたんですね。 

 それで、小林さんに報告してもらわなきゃと思ったところに今後

の展望の話があって、小金井の社会教育の現状、社会教育実践の現

状というのはこの際、情報共有しておいたほうがいいんじゃないか

と思って、今回、ちょっと御無理をお願いして、伊藤さんと小林さ

んに、実際に現場で活動されているので、現状、活動してみてどう

なのか、問題認識はどうなのか、あるいは、こういう方向がいいん

じゃないかみたいなものがありましたら、ぜひお話しいただけない

かということでお願いをしました。 

 それで、資料として、社会教育委員の伊藤さんの資料が最初で、

１枚にとじてありますけれども、後半のほうが小林さんの資料にな

っていますが、これについては情報共有というか、少し時間を取っ

て、お話しいただいて質疑応答、その後、また小林さんにお話しい

ただいて質疑応答という形で進めたいと思います。 

 では、伊藤さんのほうからお願いします。 

 

伊藤委員    伊藤です。 

 何というあれでもないんですけど、自分がやってきたことをちょ

っとまとめながら、その中でいろいろ感じてきたこととか思ってき

たことを、この機会をいただきまして、まとめてみましたので、発

表させていただきます。 

 まず、私についてということで、振り返るとすごくいろんな方と

接してきたな、関わらせていただく機会が多かったなということで、
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まず初めに、それをお話ししたいと思うんですが、私は大学が心理

の専攻だったので、卒業して、まず初めに精神科で１０年ほど働い

ておりまして、本当に急性期の方から慢性期の方、アルコールの方

から、いわゆる人格障害の方とか、いろんなタイプの方と、入院中、

慢性期病棟、社会復帰、デイケアみたいなところでも、すごくいろ

んな形で関わらせていただいた体験があります。 

 その後で、自分が子育てをするようになったときに、すごくお世

話になったところで、子育てサロンの運営のお手伝いを、これも五、

六年、七、八年、したかな。その中で、さらしのだっこひも、これ

は個人的に活動していたんですけど、さらしのだっこひもがすごく

よかったので、それも五、六年、勝手に自分一人で、伝えるような

活動をしていました。 

 そうこうしているうちに、仕事を辞めたタイミングで、地域の中

で何かできないかなと思ったときに、ＮＰＯ法人アートフル・アク

ションが、ＮＰＯ法人として立ち上がった時期にちょうど合いまし

て、そこから１２年、ちょうど第１次芸術文化振興計画の間、事務

局として関わらせていただいておりました。 

 その活動の中の一部として、御縁があって、自分の子供が通って

いた放課後子ども教室の運営スタッフを始めて、１０年になるのか

な。その一方で、就労支援Ｂという自閉症の方の施設で今、七、八

年、月に二、三回行って、アートのレクリエーションの講師という

ほどでもないんですけど、そういうことをやっていまして、地域で

暮らす自閉症の方との関わりも持ったりしています。 

 それ以外に、保護者なので、小学校、中学校で１回ずつＰＴＡを

やっているのと、あと、自分の子供が不登校なので、不登校の親の

会を、御縁があって今、府中で代表をやっているんですけど、小金

井と府中で不登校の親の会に関わっていたりとか、あと、アートフ

ル・アクションをおととし辞めたので、ふらふらしていたら、南小

の学童のお友達からお声がかかって、今は学童で指導員をしていた

りとかということで、何だかよく分からないけど、市内でいろんな

方と出会いながら、いろんな活動をしてきましたというのが私のバ

ックグラウンドにあります。 

 自分の中で、地域で活動するというときに、やっぱり一番鍛えら

れたといいますか、いろんなことを考えていたのがアートフル・ア

クションの事務局だったので、それについて少しだけ紹介させてい
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ただきたいと思います。 

 小金井市には、御存じの方も多いと思いますが、小金井市芸術文

化振興計画というのがありまして、それを、市民の力で芸術文化を

まちの中でいっぱい展開して、まちや人を豊かにしていこうという

計画なんですが、そちらのほうに関わらせていただいておりました。

現在、第２次小金井市芸術文化振興計画が始まったところなので、

一応、ＱＲコードを載せております。 

 第１次小金井市芸術文化振興計画は、誰もが芸術文化を楽しめる

まちへ、芸術文化の振興で人とまちを豊かに、市民主体の芸術文化

振興に向けてというのを理念にして、小金井の芸術文化を牽引する

ように計画をされたものです。 

 その中で立ち上がったＮＰＯ法人アートフル・アクションという

のは、実行委員会で計画を立ち上げた後に、市民が主体となった芸

術文化活動を推進するために立ち上げられた、市民によるＮＰＯ法

人です。何かボランティアを市報で募集していて、おっと思って行

ったら、そのまま事務局員になってしまったという経緯がありまし

て、何か知らない間に巻き込まれておりました。 

 活動内容についてですが、いろいろな人と関わりながら、自分の

表現と他者の表現とが触れ合うことで人やまちが豊かになってい

くことということをずっと考えながら毎年、いろんなプロジェクト

を立ち上げてみたりとか企画運営をしておりました。 

 小金井市をフィールドに、市民が芸術文化、私はそれを、高尚な

芸術というんじゃなくて、一人一人からいろんな形で表現をするこ

とというふうに捉えているんですが、その表現活動に関わる体験を

通して、心豊かな生き方を追求するきっかけをつくることというの

を目的として活動していたなと思います。 

 それを通じて、これまでつながることのなかった人がつながるき

っかけになったり、身近なところで自分にもできることをやってみ

ようと思える種となるように、プロジェクトやイベントを企画運営

してきました。例としては、いろんなことをやってきましたという

のを挙げています。 

 アートを通じて生まれた小さなつながりや「やってみよう」が、

まちのあちこちで有機的につながって広がっていくことで、人やま

ちが豊かになっていくということをイメージしながら活動をして

いました。 
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 いろんな活動の中で、すごく印象的なのは、けやき保育園であり

ますが、そちらで毎年やっているお祭りに私たちが関わらせていた

だいたときに、本当にすごい保護者を巻き込んだ、かなり大規模な

イベントをやったんですが、それをきっかけに保護者のバンドが立

ち上がったりとか、翌年に、保護者だけの力ですごく大規模な絵本

を、私たちがやったときはテーマソングを作ろうというのをやった

んですが、翌年は、絵本作家さんが保護者にいらっしゃったので、

保護者の皆さんで、けやき保育園の絵本を作ろうみたいなことを立

ち上げたりとか、あと、運営に関わってくださった人が、会社を辞

めて、お友達が起業したところに、一緒に関わって起業したとか、

何かすごく新しい、その人たちがその中で面白いと思ったことにト

ライする、すごく大きなきっかけになったようなイベントがあった

りとか、何かちょっときっかけがあると人は動くんだなというのを

すごく感じたようなプロジェクトがありました。そんなことを１２

年、やってきました。 

 もう１点なんですが、最近、私自身は関わっていないんですけれ

ども、児童青少年課が昨年度と今年度やっている、小金井（しょう

がねい）を変えちゃう人の会というのがありまして、すごくこれも

興味深いなと思って見ているんですけれども、子供の意見聴取に必

要な取組を検証するため、あと、子供たちが意見を表明する機会を

設けることで子供の意見を反映させるよう努めるとともに、子供の

社会参加の場を確保することを目的として、中学生有志が集まって、

小金井のまちがこうしたらよくなるよねみたいな話をしたという

会議があったようです。 

 そちらのダイジェストは小金井市のユーチューブで上がってお

りまして、私もこれを見て、すごく面白かった。すごく面白いし、

いい意見がいっぱい出ていたんだけれども、この後どうなっている

のかなというのが気になっていて、言ってよかったねで終わってい

るのか、その後、それを大人が真剣に受け止めて展開しているのか

というところが、ユーチューブの情報だけでは分からないんですけ

ど、ここから何かいろんな展開をしたら面白いことになるなという

のをすごく感じていましたので、これを知りたいなと思っていると

ころですということで、上げさせていただきました。 

 そんなこんなでいろんなことに関わっていると、いろんなことを

感じたり、思ったりとかしているんですけれども、地域で暮らす子
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供の親として、個人的に思っていることをつらつらと上げさせてい

ただきました。 

 子供が今、上の子が１９歳、下の子は１５歳なんですが、ずっと

学校とかに関わっている中で、子供、学校、社会の生きづらさ、息

苦しさ、余白のなさ、私は影と思っているんですけど、逃げ場のな

さみたいなことを、すごく感じる頻度が多くなっているなというの

を感じています。 

 ここにいろいろあったものを挙げていますが、いろんな見方があ

るので、これがいいとか悪いということではないと思うんですけれ

ども、１回の授業の内容がすごく増えていたりとか、小学校低学年

の学童保育の利用がすごく増えていたり、低学年の習い事も、学童

へ行っている子でも２つも３つも４つも習い事をして、１日で２つ

掛け持ちしている子がいたりして、そんなに勉強しているのみたい

なものをすごく感じていたりとかもします。 

 あと、先ほども出ていたんですけど、住宅街の公園とか校庭で遊

んでいると近所から通報されるということがあったりとか、あと、

不登校ということでは今、小金井市内中学生の１割が完全不登校で、

五月雨登校、別室登校などを含めると、その倍以上の子供が学校に

生きづらさを感じているというのは、副校長から聞いた話なんです

けど、子供の世の中というのはそういうふうになっているというこ

とです。 

 そういうので、安心して自由にいられる居場所のなさ、ここでも

よく言われていますけれども、居場所がないという部分もあるんだ

けれども、何か安心して自分のスペースで過ごしていい時間がない

ような感じがしています。あと、場所というより、まず、その場所

でくつろげるだけの時間の余白が子供にないというのを感じてい

ます。 

 あとは、先の見えない社会への不安が言われていますけど、大人

たちの不安を子供たちが引き受けているような気もしています。分

からない、私の感覚ですけど。子供は大人を見ているけど、大人に

はそういう子供が見えているのかな、どうなのかなというのをちょ

っと思っているところです。 

 社会の分断ということで、つながりがなかなかできないというこ

とですけど、それぞれの方は、よかれ思ってとか、いろんなことを

考えて一生懸命やっているのが、何かばらばらで、うまく有機的に
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つながっていないな、有機的につながったらもっと生きやすくなる

のになというのを常日頃、感じているような感じです。 

 その後、小金井市における社会教育を通じた地域づくりについて、

いろいろ思いを巡らせてみました。 

 足し算より引き算ということで、やっぱり情報も、イベントもた

くさんできているんですけれども、足りないものを探すのではなく

て、今、本当に必要なものは何かというのを考える時期にあるんじ

ゃないかなというふうに思っています。必要性が低い、昔よかった

ことというのを手放すことで、新しくできることもあるんじゃない

かなというのを感じています。 

 あとは、想像力や好奇心を持つことということで、同じものでも

見る位置によって形は違ってくるので、自分と違う立ち位置の人た

ちの見え方とかを知ることで視野が広がるのは、人の生き方もまち

の生き方も豊かになっていくんじゃないかなと思います。正解は一

つではないし、全てを知っている人も誰もいないし、そういういろ

んな見え方の違いがあるから、まちは面白いんじゃないかなという

ふうに思っています。 

 大事なのは、大きなことじゃなくて、自分は何ができるのかとか

自分は何をしたいのか、好奇心とかにも関わってくると思うんです

けれども、他人を変えることはできないというのは心理学とかでよ

く言われることなんですけど、変えることができるのは自分だけな

ので、自分は何ができるのかを考えて、自分の手で届く範囲ででき

ることをやることで、手の届く範囲で手がつながった人とまたつな

がっていくとか、そういうようなことで、自分一人では届かなかっ

たところに手が届き、まちに広がっていって、有機的で大きくて緩

やかなネットワークができていったらいいなと思っています。 

 あとは、それをするに当たって、まち全体を俯瞰してつなげてい

く役割の必要性というのはすごくあるのかなと思います。ちょっと

社会教育の目的など調べてみたりもしたんですけれども、やっぱり

様々な人や活動をつなぐ機能を持てるというのは、社会教育という

立場だからできることというのはあるのかなというのはすごく、具

体的に何かイベントを立ち上げるとかそういうことじゃなくて、そ

れを後ろで支える役割というのは、社会教育はすごく持てるんじゃ

ないかなというのを、この機会にそういうところに思い至りました。 

 以上です。 
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笹井議長    ありがとうございました。 

 自分は何ができるのか、何をしたらいいのか、自分のできる範囲

で何かやろうという、想像力ですね。 

 どうでしょうか。ほかに。 

 どうぞ。 

 

坂野委員    伊藤さんの報告の中で、コメントなんですけれども、アートフル・

アクションを私が知ったのは、アーツカウンシルという東京都の関

連団体、あの前機構長が私の友人ですが、それを調べているうちに、

小金井にも助成を受けたり支援を受けられているのがあるよと言

われたのがアートフル・アクションで、何回かそちらの事務所に行

き話を聞きました。 

 少し前ですけれども、講演会をやった時に、あの狭いところに５

０人ぐらい来ていてびっくりしたんですけど、もっと驚いたのは、

質問が次々出るのを聞いていると、これは明らかに小金井の住民じ

ゃないなというのがはっきり分かりました。 

 ということは、伊藤さんの資料のタイトルでは「小金井市におけ

る社会教育」と書かれていますけれども、実はアートフル・アクシ

ョンでやっているのは、小金井市を超える活動を小金井市でやって

いただいているという、これが一番うれしいなと思いましたね。 

 地域教育じゃないんですね、アートフル・アクションがやってい

のは。小金井という地域で優れた社会教育をやっているので、ほか

の人が関心を持って集まって来てくれる、そういう小金井市にした

いなとそのとき思いましたね。この観点からぜひ続けていただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございます。 

 何かありますか。 

 

伊藤委員    芸術文化振興計画はすごく画期的な計画だったらしくて、私は乗

っかっているだけなので、よく分からなかったんですけど、市民が

主体で動くというのを、行政が条例としてつくったというのがすご

く画期的だったそうなんです。 
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 なので、ほかの自治体から割と問合せがあったりとかしたという

ような話は聞いたことがありまして、何かそういう、やってみたら

できることはあるのかなみたいなそんなことを、私もこの中でも、

できることしかやりませんよと言って、やってきたので、それほど

大きなところには関わっていないんですけれども、そんなところで、

まちの中にいながら、外も見えながらというのは、すごくいい体験

をさせていただいたなと思っています。ありがとうございます。 

 

笹井議長    ほかにいかがでしょうか。 

 

國分委員    特に意見というわけじゃないんですけど、私は今、芸術文化委員

会の委員になっていまして、ちょっとよく分からないんですけど、

議長と副議長の方は他市の方なんですよね。横浜のＮＰＯの人と青

山学院大学の先生で。 

 今、伊藤さんにいろいろまた聞きたいなと思いました。よろしく

お願いします。 

 

伊藤委員    よろしくお願いします。 

 

笹井議長    アートフル・アクションは、東京都の認証を受けたＮＰＯ法人で

すか。 

 

國分委員    ＮＰＯ法人であれば、東京都に届けているはずですね。 

 

笹井議長    神奈川県。都道府県レベルでＮＰＯ法人の認証は。 

 

伊藤委員    東京都です。 

 

笹井議長    東京都ですか、分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

小林委員    １つあると、皆さん分断していて、子ども・子育て大変そうだと

か、不安だから子供を習い事へ行かせちゃおうというところは、親

としては僕もよく分かる話なんですけど、そうじゃなくて、例えば、

地域で育つとこんないいことがあるよということが提示できてい
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ないところが、小金井市の一番弱いところだなと思っていて、これ

はすごく説得力がないというか、分かってもらうのにすごい時間が

かかるし手間もかかるしというところで、実は私、前に高松にいた

んですけど、香川県の教育委員会は、生涯学習課が、子供は地域で

ないと育ちませんと。地域で育てる大人の条件とか、そういうリー

フレットを配ったりとか、すごい社会教育推しをしているんですよ。 

 実はそこの県庁の課長さんが、おやじの会の連合会へ入ったりと

か、要するに地域教育をすごいやっていて、地域で育てないと駄目

だよねと言っても、今、それがなかなかうまく進まないと言って、

悩んでいらっしゃっているというのがあるので、何か不安だから詰

め込んじゃうとか、その不安をどうやって解消するかというところ

が肝なのかなと思っていて、それは社会教育の役割でもあり、学校

教育とか、そこを連携してやっていかないとどんどん苦しくなると

いうところは、子育て世代、今、少子化につながっているところも、

報奨金を出すだけじゃ駄目だなと一瞬、お話を聞いていて思ったの

で、神奈川県の取組とかは非常にすごいなと思ったことを思い出し

たので、ちょっと一言だけ、はい。 

 

笹井議長    ほかにいいですか。 

 

伊藤委員    大丈夫です。 

 

小林委員    いいよね。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 それでは、伊藤さんからの御発表をこのぐらいにしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

 それでは、続きまして、小林さんからもお願いいたします。 

 

小林委員    長くならないように、頑張ります。 

 私が何者か、皆さん分かっていないと思うので、ついこの間まで、

報道のディレクターの仕事をやっていました。子育てするというと

ころに当たって関心が行ったのが、なぜ子供がこんなに、普通に育

ててきたと言われている子が、いきなり切れてバットで親を殺しち

ゃったりとか、ちょうど酒鬼薔薇聖斗事件があったのが子供が生ま
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れた頃だったので、そこの部分の問題意識と、それから、子供を育

てていくと意外に、おやじの会というのを知って、これはすごく面

白いよね、人と人はつながっているよね、みんなでやっている、フ

ラットだしいいなと思ったんですけど、それができる地域とできな

い地域がある。この差は何なんだろうというところからいって、さ

らに今度は、社会問題で孤立だの何だのという問題が出てきて、自

己責任論というのが出てきて、この世の中はどうなっているんだろ

うというところはずっと課題として、仕事しながら研究テーマみた

いな感じになっていまして、ずっと仕事をやっていたんですけど、

その傍らで、自分の子供をどう育てるかというところで、おやじの

会というのを、小金井市に来てからつくっています。 

 その前は、高松とかではちょっと入れていただいていたりもして

いたんですけど、三小でつくったりとかしているうちに、商店街と

コラボしようとか、そういうところからいろんな声がかかってくる。

では、子育て・子育ちネットワークのほうの理事をやりませんかと

かという声がかかってきて、サラリーマンをやっているんですけど、

かなりいろんなところに巻き込まれました。 

 そういうことを考えているうちに、放課後子ども教室で今度、放

課後カフェとかいうのを始めたりすると、何かいいことをやってい

たら皆さんまねしてくれるのかなと思ったら、小金井市はまねしな

い。あれっ、怪しいとか言ってくるという人もいたりして、この差

は何なんだろう。 

 いや、その人たちも多分、見慣れないものなので、不安でいろい

ろ言ってくるということだと思うんですけれども、しかし、それを

前向きに受け入れて盛り上がっていく地域と盛り上がらない地域、

放課後カフェは、西東京では連合体をつくっちゃったんですよ、各

中学校全部やるみたいな。小金井市は広がっていないです。この差

は何だろうというところは問題意識としてあったので、そういうこ

とをずっと問題意識で追っかけてきて、今日はこういうお話をさせ

ていただくというような形でございます。 

 公民館の話を事例として挙げましたが、これは社会教育全般の話

なので、公民館だけということではないです。これは文科省の審議

会の資料にも出てきたんですけど、昔はこうでした。１９５０年代、

戦後です。郷土振興の機関です。物産展をやっていたりしたことも

あったりとか、産業振興の原動力だから、いろいろ農業技術で覚え
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たり、みんなで学び合って、じゃ、こういうことをやってみようと

多分、農村なんかでやっていた。文化交流ですとか民主主義の訓練

場です。教育機関です。 

 民主主義の拠点ですというところで、では民主主義とは何ですか

と。民主主義のことを勉強するんじゃなくて、実践の場でもあるわ

けですよね。だから、対話を通して民主的にやっていったりとかと

いうこともあるでしょうし、住民自治をどうしていくかとか、いわ

ゆる社会の基盤をつくるための訓練場であったわけですよね。 

 ところが、なかなか時代がたつうちに、貸館事業、カルチャーセ

ンターなんて悪口を言われるようになってという状況には今なっ

ていて、この間も公共施設の在り方ワーキングへ行ったら、公民館

に行ったことないという人ばっかりだった。存在感が薄いよねとい

う声が出てしまっているということが、この流れの、どうなってい

るんだろうと思ったりもしました。 

 一つには、「村の茶の間です」とここに書いてあるんですけど、こ

れは単に、仲よく集まってだべればいいという話じゃなくて、実は

こういう多世代交流だったり、いろいろやる中で、何か今、あそこ

はちょっと足りないよねとか、あそこを何とかできないかなという

声がぽっと出てきたとき、じゃ、やってみようかという、いわゆる

自然発生的に関係性の中から、何とかしなきゃいけないよねという

ものが出てくるというのが、村の茶の間ですという意味合いで、こ

れを東大の牧野先生は、「恩送り」と言っていまして、要するに、僕

らおやじの会も、背中を見せろと言っているんですけれども、おや

じたちが、地域のためだったり、子供のためだったり、家庭のため

だったりして、何かやっていることをちゃんと背中で見せようよ、

それが大人のいわゆるロールモデルになるよねという話があって、

それを地域で見せていたのが村の茶の間なんだなという気はちょ

っとしています。何かそういう話をしたら、社会教育士の皆さんも、

そうだよねという話があったので、多分、そんなに外れていないと

思います。 

 それで、東大の牧野先生が、最先端を住民が支え、担う、わくわ

くする生活が生まれる、わくわくする次の生活をつくり出す、次世

代を育成する、これは今の時代にも言える話だなと思っていて、例

えばコミュニティ・スクールをどうするとか、学校を起点とした関

係づくりとはどうやったらいいんだろうとか、公民館で、例えば何



 -３１- 

か勉強しました、そうしたら人がつながって、こういうことをしま

しょう。例えば、こがねい子ども遊パークなんか、まさに公民館生

まれの市民活動で、そのままＮＰＯになって、今、子供たちの冒険

遊び場を支えているということにもつながっていますし、子どもど

真ん中社会実現というのも結局、これは多世代で交流して、子供の

話もちゃんとフラットに仲間として聞くという姿勢が必要だった

り、そこは昔とちょっと違うかもしれませんけれども、そういった

視点が必要なんじゃないかなという、すみません、要素というか、

雰囲気というか、そういう話を、公民館としては、もしくは社会教

育としては、そういうものが必要なんじゃないかということをまず

は投げかけた上で、今の伊藤さんも言っている話です。 

 これはよく見るやつですよね。３０歳以下に限ると７３位とは、

何だよこれという、Ｇ７中最下位ですよね、たしか。伊藤さんがさ

っきおっしゃった、居場所が必要だ。 

 ねばならないとか、こうあるべきとかというのがすごい押しつけ

られる世の中なので、息苦しくでしようがないんですよね。おまえ

そのままでいいよと。例えばなんですけど、体育館の事務室に中学

生がだべりに行く。そうすると、君たち、ここはそういうところじ

ゃないよ、体育館を利用する人たちのための場所だから出ていきな

さいと、出ていかされちゃう。これは実例ですけど、私が放課後カ

フェをやるきっかけになったやつで、公民館へ行けばいいじゃん、

だって、あそこは居づらいんだもんという話になって、話している

と怒られるんだよね。 

 そのままでいい受け止めは、それは、周りのことも考えてやれよ

ということも必要ですよ。だけど、まずはちょっとそのままでいて

いい場所が、あまりにもない。大体今、居場所づくりとかテレビの

番組に取り上げられるのは、こういうことがしっかりできていると

ころで、ということは、テレビ番組が取り上げるということは普通

じゃないということなんですよ。珍しいから取り上げているんです。

だから、それだけ皆さんの居場所というか、今いらっしゃる皆さん

も全部含めてですけれども、居場所はありますかというところはぜ

ひ考えていただきたいと思います。 

 多分、社会教育委員をやっている方は皆さん、それぞれホームグ

ラウンドがあるので、居場所があると思うんですけど、私も、おや

じの会が居場所です。結構、私は雑です。結構放言するので、周り
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から見ると、とんでもない話なんですけど、まあまあ小林さん、そ

こはこうだよねとか、いや、そこは面白いよね、だけどこうだよね

と、誰が偉い、偉くないという感じで、フラットな関係で言い合え

るという関係性ができているというところが居場所かなと思って

いて、そういった場所を欲しいよね。 

 もしかしたら、そういうことがないと、僕も仕事だったし、きつ

かったから、一回、仕事でも私は何となく落ち込むことは何回かあ

って、もうやっていられないやと思ったんですけど、おやじの会が

あったから、何となく乗り越えられたなというのはあります。何か

そういうのがあるから生きていける、今、乗り越えていけるという

こともあるんじゃないかというところです。 

 このイラストですけど、ＡＩに作ってもらいました、今の状況を。

人々が分断し合って、それぞれ責任を押しつけ合って、いろいろ批

判している、そういうのをちょっとＡＩでやってくださいと言った

ら、こういう感じです。 

 これも牧野先生から引っ張ってきた論文なんですけど、本来のシ

チズンシップは当事者の立場に共感しながら、一緒に動こうという

はずなんだけど、誰もが、自分は今、不幸な状態だ、弱い立場だ、

俺のことを大事にしろとみんなが言い合っている。それは、その人

の感覚では事実です。事実なんだけど、そういう人があまりにも多

いので、社会的に誰も受け止め切れないという話になっているわけ

です。 

 だから、さっき、受け止め切れていないと榎本さんはおっしゃっ

ていたけど、まさにそれで、受け止め切れていない人たちがいっぱ

いいるわけで、たまに榎本さんみたいな受け入れられる人がいると、

ついつい言っちゃうみたいな、もしかしたら市役所とか公的な行政

の方も、言える相手なので、聞かなきゃいけないので、むちゃくち

ゃ言われて、いわゆる役所でカスハラみたいな話も出てくる。 

 だから、受け止め切れていない方がすごく多いんだろうなという

ところはあります。しかも、自分が弱い立場だと認識していると、

正義が立ち上がります。俺が言っていることは正しいということを

やると、これは正義と正義がぶつかったら、むちゃくちゃ荒れる、

世知辛い世の中になりますよ。 

 これが社会全体に蔓延しているんじゃないかという仮説と、それ

から、私も今、会社でマネジメントをやっていますけど、大体雰囲
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気の悪い職場はこんな感じです。 

 そもそもこの遠因は何だというところもちょっとあるわけです。

これは埼玉のハンズオンの西川さんという方が分析してやったん

ですけど、要は、戦後世代、行政サービスを頑張り過ぎだよねとい

うことなんですよ。サービスにしちゃったので、要するに、あなた

は関わらなくてもいい、あなたはお客様ですという形にしちゃって、

要は、あなたはそこに乗っかっていればいい、みこしに乗っていれ

ばいいよ、やるのは全部僕らですからという形にしてしまっていま

せんかと。 

 お金を払っているのはそうなんですけど、行政サービスまでそこ

は必要なのかとか、今、その余波が、例えば僕も、町内会で餅つき

大会をやったりお祭りをやるじゃないですか。みんなが地域でやっ

ているのに、そこへ来て、それはサービスなんでしょう、もっとこ

うしてよともっと要求してくるみたいな。おやじの会でやっていて

も、そういうふうに勘違いしてくる人はいます。 

 僕らが言っているのは、子供は客にするなと。今、子供が接して

いる大人のほとんどが、お金を払っている相手です。だから、大人

は俺のことを適正に扱うだろうとなめているわけですよね。そうい

うふうな子供たちがいきなり、企業とかバイトとか、それから就職

面接とか社会のほうに出ると、大人が怖くてしようがないんですよ、

金を払っている相手じゃないから。だから、話すのが怖いと言って

いる若者が多いのも事実です。 

 そういった形で、客になっていませんか。しかもそれで、自分か

ら関わったり巻き込まれたりするという、本来は昔あったものが、

やらなくていいですよと言われちゃっている。それは人ごとですよ。

だから、行政サービスが悪い、状況が悪くなっている、今の世の中

が悪くなっている、誰かが何とかするんだろう、政治が悪いんだろ

う、行政が悪いんだろう、ちゃんとやらない世の中が悪いんだよ、

俺は悪くないから、俺は何にもしないから、そう思っている方がど

んどん増えている。 

 地域社会に関心がないとはそういうことですよ。だって、俺が何

とかしなきゃという当事者意識がないんだから。だから、ボランテ

ィアを募集しても来ませんよ。昔だったら、義務と責任感で、あと

は同調圧力で、来た人たちが一生懸命我慢してやっていたかもしれ

ないけど、今はそんなことやらなくていいですよと言われたら、そ
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れは自治会はなくなるよね。ＰＴＡもどんどん今、ちゃんとやって

いるところはやっていますけど、やっていないところはどんどん崩

壊していますよ。だって、義務と責任だから。 

 コロナがあって、やらなくていいんだと思ったら、やらないでし

ょう。コロナで市民運動とか自治運動がどんどん崩壊しているとい

うのは、そういう状況に陥っていたわけじゃないんですから、義務

と責任で歯を食いしばっちゃっている人、一部の人たちと、それに

ただ乗りする、俺は関係ないと思っている、いっぱいいる人たちの

利用者、そこに向けて必死で頑張っている、義務と責任で頑張って

いる一部の人たち。不公平ですよね。そういう状況に陥っていませ

んかというところです。 

 あともう一つ、責任を問われるんですよ、サービスになると。じ

ゃ、どうするんですか。１,０００回やって１回しか起きないことに

関して、カバーしなきゃいけないんですか。ここはちょっと議論が

あるところです。学校も行政も、そこは、公的なものだから全部、

万全を期さなきゃいけない。公園でちょっとでも事故が起きたら、

全部責任を取らされるんですかという話になってきちゃう。 

 おやじの会の活動で、僕がよかったのは、実は、活動を始めると

きにこういうことを言われました。何々があったらどうするんです

か、訴えられたらどうするんですか、苦情が出たら、もう心が折れ

ますよね。 

 おやじの会を立ち上げるとき、三小内でやるとき、全部新しいこ

とをやるときに、さんざん言われました。食中毒が出たらどうする

んだ、火はどうなんだ、消防署は文句を言ってこないのか、苦情は、

はいはいと言って、全部一つ一つ潰しました。近所にビラを配って、

文句があるんだったら私に下さい、消防署に届けました、大丈夫だ

と言っています、保健所、身内でやるんだったら大丈夫だと言って

いますと言って、一つ一つやっていって、やるんです。 

 これを普通の人にやれというのは、かなり厳しいわ。だったら、

ワンストップでこういうものをやりたいんですけど、誰か助けてく

れませんかと言ったら、ああ助けましょうと、人か役所か分かりま

せんけど、そういう存在がいたらできるよね。要するに、活動をあ

なたたち一からやりなさいと、僕は放り投げられたわけですよ、こ

こに引っ越してきて人脈もない中で。じゃあというのがあって、こ

ういうときに誰か助けてくれたなとずっと思っていました。そのと
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きに、一部だけど、例えば、遊パークの邦永さんがちょっと手伝っ

てくれたりとか、ちょっとやってくれて何とかできたというのがあ

ります。 

 おやじの会的とは、どうやっているかというと、すみません、ス

タッフはいません、頑張るけど全部は無理です、ひょっとしたら子

供が泣くかもしれません、擦り傷をするかもしれませんと最初から

言っておいて、それに納得する人だけ参加するという形で、我々は

やっています。これはちょっと行政にできないので、住民たちでや

れば絶対こういうものができるよねという話です。それを行政的に

責任を持って全部完璧にやろうとするから苦しくなる。しょせん僕

たちの集まりでやっていますよという話なんです。 

 この写真は、コロナで東京都で五百何十人感染というときにやり

ました。学校も貸してくれませんし、どこの団体も、嫌ですと言わ

れて、じゃ、俺が小金井公園で勝手にやるわ、どうせ人がいないか

らと言って、やったらこんなに集まっちゃった。皆さん感染するか

もしれませんよ、いいですと言って、やってくれました。 

 だから、行政と住民の自主的な活動とはちょっと違うじゃないで

すか。そっちが痩せ細っちゃっているから、行政の皆さんにもすご

い負担がかかっている、期待がかかっているというところもあって、

これは上の話と一緒なんですけど、このすごく行き詰まった状況を

何とかせないかんなと思っています。 

 それで、ちっちゃい話です。おやじの会を発足して１８年、三小

ではどうなのかというと、「こういうことをやってみたいんですけ

ど」「やっちゃったら。多分、あそことあそこに話をすればいいよ」

とかというのは、ＯＢとか、僕も含めてなんですけど、うろうろし

ているわけですよ。これは会則をちょっと変えて、地域の人もＰＴ

Ａのボランティア団体には所属できるという文言をつけているん

です。ＯＢがうろうろしているので、知見がたまっていって、やっ

てみればと。 

 ドタキャンオーケー、ドタ参加オーケーというので、実は、朝の

校庭開放というのをこの間、２週間限定でやりました。武蔵野市と

か杉並ではやっているのに、小金井市は朝、子供たちが７時半に行

っても校舎に入れてもらえないで、ずっとうろうろしているよね。

だったら校庭開放したらどうだというのを思いついたお母さんが

いらっしゃって、役員に話をしたんです。役員は、面白いね、会長
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も、いいんじゃないという話になって、やることになりました。 

 何かそういう雰囲気があると、どんどん生まれてくる。だから、

誰かサポートしたり、アドバイスしたり、多分あそこに行ったらオ

ーケーだよとか、じゃ一緒にやろうよとやってくれる仲間が見つか

るということが大事だというのを思いました。 

 これは公民館的じゃないですかというのをちょっと自慢してお

きたい、公民館の皆さんの前で。本来思っていることを、うちは今

やっていますよということを、一部ですけど、ちっちゃい話ですけ

ど、こういうものを何かできないかなというところをちょっとやり

ます。 

 今の社会の分析、これは僕の仮説です。図書館とか公民館とか市

民講座は、坂野さんもおっしゃっていましたけど、気づきのきっか

けだよね。だから、施設の在り方だけ議論しても、体力がないんで

すよ、今の世の中。ごめんなさい。だから、自治力とかシチズンシ

ップを鍛える、体力回復させないと駄目だよねという話があります。 

 すみません、益田市の話はいっぱい言いたかったんですけど、そ

ういうのを人口４万人のまちが一生懸命やっていますと。ここは社

会教育で何とかするしかないと、崖っ縁なので、公民館を一切廃止

しなかったそうです。 

 この対話の状況を見てもらうと分かるんですけど、中高生が死ぬ

ほどしゃべります。何でこんなしゃべるかというと、大人がちゃん

と話を聞いてくれているから、そこにすごい自信を持っています。

だから、勉強も彼らはするでしょうけど、自分たち、大人は格好い

いし、大人はいいよねというのは、すごくロールモデルもちゃんと

伝わっているというのがこの中で出ていますので、これは見ておい

てください。 

 結論が出ていますけど、学び観の転換ということで、ザコウじゃ

なくてアクティブで学んでいかないと、ワークショップをやったり

現地へ行ってみて、現状はこうなっているよね、何かできないかな

と皆で話をしてみるとか、この間の四者会議でやったようなことを

市民の間とか公民館でもやったらどうですかというところがあり

ます。その中で、つながります。 

 そこで、例えばですけど、皆さん、今回だけもったいないから、

もう一回集まれませんか、どなたかという、公民館の方が誰か一人

でもいれば、ひょっとしたら第二のこがねい子ども遊パークが生ま
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れるかもしれないということはちょっと思っています。 

 あとは、やっぱり対話力というんですか。僕も審議会とかいろい

ろ出ましたけど、うるさいな、そんなんじゃないんだよと怒鳴って

潰すおじさんがまだ、先輩方がいらっしゃったので、そこを何とか

したい。だから、やっぱり対応力がないと駄目だよねというのがあ

って、対話力を得るには、カタリバという取組をやって、これはま

た後で引いておいてください。 

 ということで、すみません、ちょっと三浦さんから巻きが入った

ので、このぐらいでやめておきますが、以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 どうぞ。 

 

坂野委員    非常に短く感想を。 

 １つは、今、背中を見せるという話がありましたけど、やっぱり

背中を見せるというのは大人の話なので、おととし１０月に、この

会議の１回目のときに私が説明しましたので、全文読み直していた

だければと思うんですが、地方自治は民主主義の学校といいながら、

一番頼りないのが大人ですよね。だから、子供じゃないということ

ですね。それを言いたいということです。 

 それからもう一つ、職員の方々、小林さんはいろいろ批判されて

いましたけれども、それは人口の６分の１である子供の観点から言

ったらそうですね。ところが、６分の５の大人の観点から見たら、

私は全然違うと思いますね。小金井市の職員の方は非常によくやっ

ていると思います。私は４つほど、別の会合に委員として参加し、

いろんな会合を傍聴し、会議録を読んでいますが、よくやっていた

だいていると思います。 

 この関係で、ここにいらっしゃる方々ので言うと、内田館長が図

書館になられてから本当にいろんな改革をやっておられて、今日も

部長のほうから事業改革のごくごく一部の紹介がありましたけど、

本当にたくさんのことをやっていただいて助かっています。 

 それから、渡邊館長も多くのことを今、やろうとしておられて、

せっかくここにいながら何の発言もされないというのは、本当にも

ったいないなというふうに思っています。 

 ですから、私はちょっと見方が、人口６分の５の大人の観点から
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見ると、住民の大人が頼りない。職員のほうは、６分の５に対して

非常によくやってくれている。福祉関連で３００ページの計画書と

いうのがありまして、読みました、２日間もかかって。本当に立派

だと思いますね、観点を落とさない内容で。この点はちょっと申し

上げておきます。 

 

笹井議長    ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

森本委員    森本です。一言だけ申し上げます。 

 今、伊藤さん、小林さんから事例をたくさんお話しいただき、ま

た、皆様方からも、いろいろないいお考えをお聞きすることができ

ました。そして、ただいま皆さまから学んだことを、私の最終的な

考えとして、どう一言でお伝えしようとかんがえておりましたら、

同じ言葉で、“さて小金井市はどうする”と同じ言葉でここに書いて

ありました。 

 これを社会教育委員の中で、どういう形で具体的に、動きとして

広げるための具体策をどうにかしてつくっていくというところで

も、それはつくってしまったらいけないかもしれない、自発的でな

いといけないけれども、音頭取りもちょっと必要で、しかもそれが

社会教育委員であってほしいかなという思いがあります。これを一

言、小金井市では、じゃどうするという言葉を、最後に私の一言と

して残したいと思います。 

 

笹井議長    ありがとうございます。 

 問題提起をたくさんいただいて、それを基にいろいろ我々は考え

て、次期の計画に生かそうという趣旨ですけど、そんなことでぜひ

考えて、成果を生かしていきたいなと思います。 

 すみません、ちょっと時間の関係もあるのでこの辺にさせていた

だいて、次に議題の５番目、東京都市町村社会教育委員連絡協議会

定期総会について、事務局からお願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 資料４を御覧ください。資料４と書いてある以降のものが全て

資料４番でございます。 

 ４月１９日、土曜日に町田市民フォーラムにおいて、都市社連協
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定期総会が開催されます。本日お休みの委員の方もいらっしゃいま

すので、後日、メールにて出欠確認を一気にさせていただければと

思っております。 

 めくっていただいて、定期総会議案書（案）の下にページを振っ

てあります、３ページを御覧ください。こちらは、表彰者名簿とい

うことで、長きにわたり都市社連協の会員として社会教育の発展に

寄与したとして、小金井市からは今回、森本委員が感謝状を授賞さ

れる御予定となっております。当日の詳しい動きにつきましては、

森本委員には別途、御案内をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、同じ１４ページを御覧ください。令和７年度の新役

員（案）についてでございます。せんだってより御案内していると

おり、令和７年度は小金井市が都市社連協の会長市となります。会

長に笹井議長、会計に金澤副議長が就任されます。当日、新役員の

御紹介がございますので、議長、副議長につきましては御対応をよ

ろしくお願いいたします。 

 事務局よりは以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 ということで、令和７年度は小金井市が幹事役になるということ

で、ぜひ皆様に御協力いただきたいと思いますが、よろしくお願い

します。 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 議題６番目、社会教育委員……、どうぞ。 

 

坂野委員    笹井先生が１月末におつくりになった、例の統一テーマの件をこ

こで話をしてよろしいですか、簡単に。 

 

笹井議長    はい、どうぞ。 

 

坂野委員    簡単に言います。 

 私は、非常によくできていて、あれは議論しやすいものだと思い

ます。その中で、私が気に入ったのは、自分ごととしてという点と、

考えようという点です。 

 時間がないので手短に言います。自分ごとというのは、別の言葉
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では主体的にということなんですが、前回配られた資料５－２を見

ますと、過去の統一テーマの平成２９年度、立川市に「主体的」と

いう言葉が出てきて以来、出てきていないんですね。自分ごととし

て考えるというのは、特に非常に重要だと言えます。 

 前回言いましたように、人を集める、気づく、その次に、自分ご

ととして考えると続いて、ホップ・ステップ・ジャンプみたいにつ

らなるわけです。集めるというのはルーテル学院大学の廣瀬先生で、

気づくは長畑先生で、その次、笹井先生が自分ごと。ホップ・ステ

ップ・ジャンプで並べてくれて、今後につながっていくので非常に

ありがたいいい言葉だと思います。 

 「考えよう」なんですが、これはテーマを読んだら分かりますけ

れども、身近な課題を自分ごととして取り組もうというのが本当だ

と思うんですよ。それを、「考えよう」にされたというのは、これ

は小金井市にぴったりだと思いますね。本当は取り組むだと思いま

すけれども、小金井市はその段階まで行っていないですね。教育目

標に社会教育の目標がないぐらいですから、まず「考えよう」だと

いうことでしょう。 

 これはいろんな意味で議論できるようなものだと思いますので、

どういう形でどういうふうに使うか知りませんけれども、ここの１

０人で一度、共通認識を持つためにどこかで議論して、意見交換で

きればなというふうに思っています。 

 以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 ということで、来期、そういう方向でいろいろ検討していきたい

と思います。 

 議題の６番目、社会教育委員改選の日程等について、事務局のほ

うからお願いいたします。 

 

倉澤生涯学習係長 説明いたします。特に資料はございません。 

 先般より御案内していますとおり、皆様、第３２期の社会教育委

員の任期は９月８日までとなっております。簡単ですが、改選のス

ケジュールについてお伝えいたします。 

 まず、社会教育関係団体から御推薦されている方の枠ですけれど

も、こちらは４月末に団体の代表者様宛てに推薦依頼をいたします。
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選考会議を経て、５月末頃に結果を御通知させていただきます。 

 続きまして、市民公募の委員の方のスケジュールです。市報５月

１５日号及び同時期に市ホームページにて委員を募集いたします。

提出していただく書類ですとか選考方法などの詳細につきまして

は、その際に御確認いただければと思いますが、前回、２年前の例

ですと、６月下旬に一次選考結果を御通知いたします。７月上旬に

二次選考、こちらは面接を予定しておりますが、させていただきま

して、同７月中旬に選考結果を御通知させていただくという流れに

なっておりましたので、恐らく同じスケジュールで進むかと思いま

す。 

 なお、社会教育委員の任期につきましては、最長で３期６年とな

っておりますが、こちらは自動更新ではなく毎回、応募していただ

く必要がありますので、御注意ください。 

 説明は以上です。 

 

笹井議長    今の手続ですけど、もし御質問等ありましたらお願いします。 

 

小林委員    やる気があるなら、もう一回応募せえよということですね。はい、

分かりました。 

 

笹井議長    ありがとうございます。 

 では最後に、議題の７番目、その他についてですが、何かござい

ますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 

小林委員    １つよろしいですか。ごめんなさい。 

 みんながいる間で、今度、幹事市になる、関わり方も濃淡がある

と思うんですけれども、僕らはどこら辺まで、１年間の幹事のやつ

で、どういう関わり方をするのかなというのがちょっとイメージで

きないなという声もあったんですけれども、小金井市は小金井市の

やり方をすればいいと言われちゃうとあれなんですけれども、どん

なイメージですかね。まだまだこれからという感じですか。 

 

笹井議長    まだこれからだと思うので。 
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小林委員    分かりました。 

 

笹井議長    何かありますか。 

 

倉澤生涯学習係長 では、都市社連協の会長市に関わる皆様のお仕事というお話で

よろしいですか。 

 今、まだちょっと詳細は、現在の会長市から引き継いでいないの

で不明なんですけれども、基本的には、皆様にはふだん、会長市じ

ゃないときにも御参加いただいていました総会ですとか、あとは研

究大会、研修会とかそういうものには参加していただきたいと思っ

ております。 

 １２月に大きな、社会教育委員の皆さんを集めての研修会がござ

いまして、そちらは今回、宮地楽器ホールの大ホールでやる予定で、

１２月１３日土曜日になっていたと思います。このときは人手が大

変必要ですので、スタッフとして御協力いただければと思うところ

です。 

 あと年間四、五回、役員会等々を行っているんですが、こちらに

つきましては、議長と副議長の御参加だけという予定となっており

ます。何か皆様に定期的に会議に出ていただくとか、そういった予

定はございません。 

 

坂野委員    前にも言ったんですけれども、１年ほど前に吉田先生が会長市を

引き継ぐときに、段ボール９箱の資料を引き継ぎます、これを電子

化しますというふうにおっしゃったんですね。 

 ９箱を読むのは大変ですけれども、何かためになることがあると

思うので、それを電子化されていたら見るのは簡単かと思いますの

で、我々委員がどこかでそれを見られるような環境をつくっていた

だければなと思います。全く見ずに先送りする、小平に送るという

のもいいんでしょうけれども、９箱もあって、何も見ないんだった

ら引き継ぎをやめたほうがいいと思うんですよ。 

 とにかく、そういう９箱の分が電子データで来るのであれば、ど

こかで見させていただくということをさせていただければなと思

って。 

 以上です。 
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笹井議長    何かありますか。 

 

倉澤生涯学習係長 では、データで、４月中に引継ぎをさせていただく予定ですの

で、内容を確認して皆様に共有できるところはさせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

 

笹井議長    ありがとうございました。 

 今日も時間が過ぎてしまいました。議長の司会も申し訳ございま

せんでした。 

 本日の社会教育委員の会議はこれにて終了させていただきます。

よろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


